
規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）
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5008 5008400
オリックス

㈱ 40
官公庁の入札制
度、契約制度の
改善

統一基本様式を定め、団
体や法人の特殊要因によ
り様式をオプションで付
加する方式に改善すべ
き。また、昨今のＩＴ社
会化に対応し、申請業務
をＩＴと紙の選択制とす
べき。

全省庁

・地方公共団体の「財
産」は、「地方自治法238
条の5第2項」の適用のあ
る場合で、かつ、「議会
の議決によるときでなけ
れば」「信託してはなら
ない」とされている（同
法237条3項）。ここでの
「財産」とは「公有財
産、物品及び債
権・・・」をいうとされ
ており（同条1項）、ま
た、238条の5第2項は「普
通財産である土地（その
土地の定着物を含
む。）」について、「当
該普通地方公共団体を受
益者として政令で定める
信託の目的により、これ
を信託することができ
る」としているにすぎ
ず、したがって、「債
権」については238条の5
第2項の適用がないため、
上記237条3項によりこれ
を信託することは明文で
禁止されているものと解
される。
・地方自治法の改正等に
より、金銭債権の信託を
行えることを明確にして
いただきたい。

総務省5035050
(社)信託協

会 5

地方公共団体の
保有する金銭債
権の信託を可能
とすること

5035ｃ Ⅰ、Ⅱ

  地方公共団体の財産の
信託が原則禁止されるの
は、信託自体極めて弾力
性に富む制度であり、信
託の目的の設定如何に
よっては現行の地方財務
会計制度の趣旨を逸脱す
ることが考えられるため
である。
昭和61年の地方自治法改
正において普通財産の土
地が信託の対象となった
のは、公有地の有効活用
が特に必要であるという
現状を踏まえたもので
あった。
　債権の信託は、現時点
において公有地の有効活
用と同等の必要性は認め
られず、前述した信託制
度のデメリットを考え合
わせると認めることはで
きない。

z0400020

地方公共団体の
保有する金銭債
権の信託を可能
とすること

地方自治法第237
条第3項、地方自
治法第238条の5
第2項

普通財産である土地（そ
の土地の定着物を含
む。）は、当該地方公共
団体を受益者として政令
で定める信託の目的によ
り、これを信託すること
ができる。「信託の目
的」とは、信託された土
地に建物を建設し、又は
信託された土地を造成
し、かつ、当該土地（そ
の土地の定着物を含
む。）の管理又は処分を
行うという目的である。
地方公共団体は、地方自
治法第238条の5第2項に基
づいて普通財産である土
地を信託できる場合で議
会の議決による場合以外
は地方公共団体の財産を
信託することができな
い。

官公庁・地方自
治体の入札制
度、契約制度の
改善

・官公庁の入札制度にお
いて、参加資格審査申請
や入札業務などの諸手続
きは官公庁によって異
なっている。このため、
申請内容の多くの項目が
重複しているものの、申
請様式はそれぞれ異なっ
ている。・また、申請は
紙でのみ行なわれてい
る。・統一基本様式を定
め、団体や法人の特殊要
因により様式をオプショ
ンで付加する方式に改善
すべき。・また、昨今の
ＩＴ社会化に対応し、申
請業務をＩＴと紙の選択
制とすべき。

全省庁5034 5034380
(社)リース
事業協会 38

a,d

c  Ⅰ、
Ⅱ

　政府調達（公共事業を
除く）に係る入札・開札
の電子化は、各省庁にお
いて、申請用フォーマッ
トの同一性確保に留意し
つつ、本年度中に導入予
定。また、契約の電子化
については「政府調達
（公共事業を除く）手続
の電子化推進省庁連絡会
議」において今後検討し
ていく。実施時期につい
てはシステム上の諸課題
等を検討の上、判断する
ため、現時点では不明。
　総務省においては参加
資格の申請書類の統一及
び入札書類の電子化と紙
との併用は、措置済み。
地方部局では、H１５年度
中。

各地方公共団体はそれぞ
れ独立した団体であり、
その規模、体制、周辺環
境は多種多様であること
から、入札参加資格の審
査手続のような技術的な
手続の内容については、
それぞれの地域の実情を
踏まえて、自主的に判断
して定めるべき事項であ
り、規制には当たらな
い。
　なお、入札参加資格審
査手続の統一化を強制す
ると、各地方公共団体に
おける手続の簡素化につ
いての自主的な取り組み
を阻害し、当該手続が硬
直化するするおそれがあ
る。

（国の電子入札につい
て）
前回の検討要請において
各省庁に電子入札の導入
状況を確認したところ、
総務省の作成したソフト
を準用している省庁があ
る一方、統一基本様式に
ついて取りまとめ省庁の
指示があれば検討すると
いう省庁も存在した。さ
らに、要望内容は、入札
参加者の事務作業の効率
化・円滑化を求めてい
る。これらの点を踏ま
え、貴省が事務局となっ
ている「政府調達（公共
工事を除く）手続の電子
化省庁推進連絡会議」に
おいて、基本様式の統一
化、紙との併用等フォ
ローアップや必要な調整
を行うべきと考えるが、
この点についての具体的
な対応策について改めて
検討され、示されたい。
また、実施時期につい
て、その時期となる理由
を含め具体的に示された
い。

（地方公共団体における
入札手続の統一化）
回答では、地方公共団体
における入札手続の統一
化は地域の実情を踏まえ
自主的に定めるものであ
り対応不可とされている
が、
①要望内容は、官民両サ
イドの事務作業の効率
化・円滑化のため、入札
参加資格手続きについて
統一化を図ることを求め
るものであり、この点に
ついての具体的な対応策
を改めて検討され、示さ
れたい。
②また、地方公共団体に
よる入札書類の基本様式
を定め、地方公共団体に
示すことの実現を求めて
いるが、この点について
の具体的な対応策を検討
され、示されたい。ま
た、実施時期について、
その時期となる理由を含
め具体的に示されたい。

回答では「信託の目的の
設定如何によっては現行
の地方財務会計制度の趣
旨を逸脱することが考え
られる」とあるが、
①債権の信託について、
「現行の地方財務会計制
度の趣旨を逸脱する」場
合を具体的に示された
い。
②上記①を踏まえ、現行
の地方財務会計制度の趣
旨を逸脱しないような
「信託の目的」の設定が
可能か否かについて、実
施時期も含め更に検討さ
れたい。

a,d

c  Ⅰ、
Ⅱ

（国の電子入札手続につ
いて）
　政府調達（公共事業を
除く）に係る入札・開札
の電子化の統一基本様式
については、入札書の様
式を含むシステムの仕様
が平成１５年２月７日各
省で合意、確定されたこ
とにより既に統一されて
いる。
　また、紙面入札書によ
る入札も可能とすること
で、同様に２月７日に各
省庁で合意、確定してい
る。
（実施時期は各省庁がシ
ステムを導入する本年度
中。）

（地方公共団体における
入札手続の統一化
　入札参加資格審査手続
の統一化を強制すると、
各地方公共団体における
入札手続の簡素化につい
ての自主的な取り組みを
阻害し、当該手続が硬直
化するするおそれがある
ので、認められない。な
お、総務省では、平成１
４年１０月に「電子入
札・開札システム」の本
格稼動を開始し、このシ
ステムを他省庁に展開し
ているところであるが、
これと併せて今年度中に
も地方公共団体にも提供
することとしている。

ｃ Ⅰ、Ⅱ

　債権の信託において現
行の地方財務会計制度の
趣旨を逸脱する場合と
は、財産の信託自体極め
て弾力性に富む制度であ
り、信託の目的の設定如
何によっては総計予算主
義の原則（地方自治法第
２１０条）に違背する結
果になりかねず、また、
債権の信託による弾力的
運用により当初の見通し
と大きく異なった場合に
は債務を承継する可能性
もある結果、健全な財政
運営が期待できなくなる
場合を指すものである。
　債権の信託は、普通財
産の土地に係る信託制度
導入の背景にあった公有
地の有効活用という目的
と同等の必要性は認めら
れず、前述した信託制度
のデメリットを考え合わ
せると認めることはでき
ない。

z0400010
官公庁の入札制
度、契約制度の
改善

会計法

地方自治法第234
条等

政府調達（公共事業を除
く）の競争契約参加資格
審査申請については、既
に各省庁の審査基準が統
一されており、いずれか
１省庁に申請すれば参加
資格は全省庁で有効であ
り、インターネット申請
も可能となっている（平
成１３年１月）。
また、政府調達（公共事
業を除く）に係る入札・
開札の電子化は、総務省
では平成１４年１０月に
導入済み。

地方公共団体が売買、貸
借、請負、その他の契約
を締結する場合には、一
般競争入札、指名競争入
札、随意契約又はせり売
りの方法によることとさ
れており、入札手続の基
本的事項については、地
方自治法施行令で定めて
いるが、入札参加資格審
査申請に関する書類につ
いては、各地方公共団体
において独自に定めてい
る。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）
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措置の
分類

措置の
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各省庁回答に対する
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措置の
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措置の
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規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
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規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400040

自治体の指名入
札制度の業者指
名に係る基準か
ら業歴・受注実
績、価格の除外

地方自治法第234
条、地方自治法
施行令第167条の
11、地方自治法
施行令第167条の
5

地方公共団体の長は、指
名競争入札に参加する者
に必要な資格として、工
事又は製造の請負、物件
の買入れその他当該地方
公共団体の長が定める契
約について、あらかじ
め、契約の種類及び金額
に応じ、工事、製造又は
販売等の実績、従業員の
数、資本の額その他の経
営の規模及び状況を要件
とする資格を定めなけれ
ばならない。

ｄ Ⅱ

　指名競争入札における
被指名者の要件は、各地
方公共団体がその実情に
応じて定めるものであ
り、その内容如何は地方
公共団体の自主的な対応
によるものである。

回答では、各地方公共団
体が「実情に応じて」
「自主的な対応」を行う
ものとあるが、要望の効
果として考えられる「入
札の質の向上」と「技術
力等のある中小企業者の
育成」は各地域の実情に
応じてではなく、国が全
国的な視野に立って推進
すべきものと考えられる
ため、本件に係る具体的
な対応策について、実施
時期も含めて改めて検討
されたい。

ｄ Ⅱ

  指名競争入札における
被指名者の要件は、各地
方公共団体がその実情に
応じて定めるものであ
り、その内容如何は地方
公共団体の自主的な対応
によるものであって、国
が全国的な視野に立って
推進すべきものではな
い。

回答では「その内容如何
は地方公共団体の自主的
な対応による」とある
が、地方自治法施行令第
167条の11の規定は、国が
具体的な要件を定めたも
のではないことを確認し
たい。

5074 5074010

㈱東京リー
ガルマイン

ド
1

自治体の指名入
札制度におい
て、業者指名の
基準から業歴・
受注実績、価格
を除外するこ
と。

現状、自治体の指名入札
制度において、業者を指
名する際の基準は、業
歴・受注実績が重視され
る運用となっているが、
これをあらため、業歴・
受注実績を除外する運用
を行うこと。

総務省

要望の趣旨は、地方自治
法第179条を満たすかどう
かにかかわらず、迅速な
組織構築のため市町村部
課の設置について市長の
専決事項としたいという
ものであり、この点を踏
まえ、改めて回答された
い。

ｄ Ⅰ

　内部組織は一般住民に
密接な関係のある行政事
務処理上の組織であるか
ら、本来住民の代表であ
る議会の議決を必要とす
るが、地方自治法第179条
の要件を満たす場合には
専決処分によることも可
能である。

ｄ Ⅰ

 内部組織の設置について
は、地方自治法第179条の
要件を満たすかぎりにお
いて専決処分によること
も現行法上可能ではある
が、通常、内部組織に関
する事項が常に同条に規
定する要件に該当するこ
とは想定しがたく、本来
議会の審議を経て条例で
規定すべき事項である。

z0400030
市長の専決処分
による市の部課
の設置

地方自治法第158
条（平成15年改
正後）、地方自
治法第179条

地方公共団体の長は、そ
の権限に属する事務を分
掌させるため、必要な内
部組織を設けることがで
きる。この場合におい
て、当該地方公共団体の
長の直近下位の内部組織
（地方公共団体の長の権
限に属する事務を分掌す
るために設けられる最上
位の組織を指す。）の設
置及びその分掌する事務
については条例で定める
ものとする。その際、地
方公共団体の長は、前項
の内部組織の編成に当た
り、当該地方公共団体の
事務及び事業の運営が簡
素かつ効率的なものとな
るよう十分配慮しなけれ
ばならない。
①地方公共団体の議会が
成立しないとき②地方自
治法第113条但書の場合に
おいてなお会議を開くこ
とができないとき③地方
公共団体の長において議
会を召集する暇がないと
認めるとき④議会におい
て議決すべき事件を議決
しないときは、地方公共
団体の長は議決すべき事
件を専決処分することが
でき、その処置について
長は次の会議において議
会に報告し、その承認を
求めなければならない。

5039 5039010
愛知県津島

市 1
市長の専決処分
による市の部課
の設置

地方自治法第158条第7項
の規定により、市町村の
部課の設置は条例による
制定が必要だが、市長の
専決によりこれを行い、
議会に対しては報告のみ
で可としようとするもの

総務省

04)総務省.xls    2/18ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400060
国庫補助金等の
交付事務等の運
用改善

市町村合併推進
体制整備費補助
金要綱

補助金の交付を受けよう
とする都道府県並びに市
町村は、総務大臣が別途
定める期日までに交付申
請書を提出。その上で、
総務大臣は、申請書の内
容を審査し、補助金を交
付すべきものと認めた場
合は、交付決定を行うこ
ととしている。

d Ⅳ

今後の市町村合併の進捗
状況等を踏まえ、市町村
合併推進体制整備費補助
金の交付時期を決定して
いく予定。

要望内容は、補助対象の
適否が不明な状況で民間
事業者が事業を行わなけ
ればならないリスクを少
しでも回避すべく、補助
金交付要綱等に定められ
た交付決定までの標準期
間を短くできないかとい
うものである。この点を
踏まえ、
①　提出書類・手続きを
簡素化するなどにより、
補助金交付要綱等に定め
られている交付決定まで
の標準的期間を短縮する
ことについて、改めて検
討され、示されたい。
②　上記①を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含めて具
体的に示されたい。

d Ⅳ

　市町村合併推進体制整
備補助金交付要綱は、標
準期間を特に規定してい
ないところであるが、本
補助金の交付について
は、今後の市町村合併の
進捗状況等を踏まえ、適
切に時期を決定してまい
りたい。

5095 5095030 鳥取県 3
国庫補助金等の
交付事務等の運
用改善

補助金交付要綱等に定め
られている交付決定まで
の標準的期間の短縮、及
び実質的な交付決定時期
を早期に行うこと

厚生労働省
文部科学省
総務省

土地開発公社の
所有する土地に
関する痴呆性高
齢者グループ
ホーム等の整備
を目的とした賃
貸の容認及び同
趣旨による新た
な土地取得の容
認

土地開発公社の所有する
土地のうち、都市計画の
変更等により取得当時の
目的が失われ、かつ設立
団体（区市町村等）によ
る買戻し等の処分の見通
しが立たない土地に関し
ては、設立団体はもとよ
り元の地権者や近隣住民
等の理解を得ることを前
提に、福祉施設の整備等
の政策課題に合致する土
地所有の新たな目的を設
置した上で、当該事業の
実施事業者に対して土地
の賃貸を認めること。
また、こうした事業を実
施する事業者に賃貸する
ことを目的に、土地開発
公社が新たな土地を取得
することを認めること。

総務省5100 5100040 東京都 4Ｃ Ⅰ

・土地開発公社は、公有
地の拡大のため「地方公
共団体に代わって土地の
先行取得を行うこと」
（公有地の拡大の推進に
関する法律第1条）を目的
として創設されたもので
ある。公有地となるべき
土地として地方公共団体
の依頼により取得された
ものについては、依頼元
団体が速やかに再取得す
べきである。本提案は、
土地開発公社に長期の保
有を強いることとなり、
認められない。
・賃貸を目的とした新た
な土地取得については、
土地開発公社が実施する
必要性・合理性が認めら
れない。（事業のために
必要な土地に係るコスト
は事業者において負担す
べき）

z0400070

土地開発公社の
所有する土地に
関する痴呆性高
齢者グループ
ホーム等の整備
を目的とした賃
貸の容認及び同
趣旨による新た
な土地取得の容
認

公有地の拡大の
推進に関する法
律第１７条

土地開発公社は公共団体
の依頼に基づき公共施設
の用に供する土地を取
得・処分することができ
る。

DV(ドメスティッ
クバイオレン
ス）加害者に対
する住民基本台
帳の一部の写し
の閲覧拒否等に
ついて

住民基本台帳法におい
て、住民基本台帳の一部
の写しの閲覧等請求が
「不当な目的によること
が明らかなとき」は、市
町村長は請求を拒むこと
ができると規定されてい
る。「不当な目的による
ことが明らかなとき」の
客観的な基準を示される
よう要望する。

総務省5083 5083020
熊本県菊池

市 2

回答では「実施時期を明
示することは困難」とあ
るが、ＤＶ問題は喫緊の
課題であることにかんが
み、改めて平成16年度中
に実施できないか検討さ
れたい。

回答では「今年度中に検
討を開始する予定」とあ
るが、ＤＶ問題は喫緊の
課題であることにかんが
み、検討時期開始時期を
早められないかについて
検討され、その具体的な
理由を含めて示された
い。あわせて、平成16年
度までに実施できるか否
についても示されたい。

ｂ Ⅳz0400050

DV(ドメスティッ
クバイオレン
ス）加害者に対
する住民基本台
帳の一部の写し
の閲覧拒否等に
ついて

住民基本台帳法
第11条、第12条
及び第20条

住民基本台帳法において
は、何人でも、市町村長
に対し、住民基本台帳の
うち氏名、生年月日、性
別及び住所に係る部分の
写しの閲覧を請求するこ
とができ（第11条第１
項）、また、住民票の写
し等又は戸籍の附票の写
しの交付を請求すること
ができる（第12条第１項
及び第２項並びに第20条
第１項）こととされてい
る。
市町村長は、これらの請
求が不当な目的によるこ
とが明らかなとき等は、
請求を拒むことができる
こととされている（11条
第３項、第12条第５項及
び第20条第２項）。
この「不当な目的による
ことが明らかなとき等」
に該当するか否かについ
ては、各個別の事案につ
いて各市町村長が判断を
行う。

ｂ Ⅳ

ＤＶ被害者に係る住民票
の写し等の交付、戸籍の
附票の写しの交付及び住
民基本台帳の一部の写し
の閲覧の制限のあり方に
ついて、総務省において
今年度中に検討を開始す
る予定。

要望は事実上「遊休地」
化してしまっている土地
開発公社の土地の有効活
用を求めるものであるこ
とから、この点を踏ま
え、改めて検討された
い。

Ｃ

　そもそも、「不当な目
的によることがあきらか
なとき」等の判断は各市
町村長が個別の事例に即
して行うべきものであ
り、現に多くの市町村に
おいては、ＤＶ法の保護
命令の有無等を勘案し判
断がなされているとこ
ろ。
　ＤＶにおける事例を含
め住民票の写し等の交
付、戸籍の附票の写しの
交付及び住民基本台帳の
一部の写しの閲覧の制限
のあり方について、総務
省においてできる限り早
期に検討を開始する予定
であるが、これらの制度
は、長年にわたり市町村
において運用されてきた
制度であり、行政機関の
みならず民間部門におい
ても広く利用されている
ものであって、各方面の
様々な意見を聞きながら
どのような対応が可能か
検討を進める必要がある
ことから、実施時期を明
示することは困難であ
る。

Ⅰ

土地開発公社の保有する
土地は、金融機関等からの
借入金により取得したもの
であり、最終的には土地の
処分による借入金の返済を
前提としている。よって、依
頼元である設立団体等の
事情の変更により公有地と
しての必要性がなくなった
場合には、依頼元団体が再
取得した上で賃貸すること
を含め、早期に処分し、資
金の回収が図られるべきで
ある。本提案は、地方公共
団体の財政負担の肩代わ
りを土地開発公社に強いる
ものであり、設立団体の財
政の透明性の観点から問
題があること、また、土地開
発公社の経営に多大な影
響を与えるおそれがあるこ
とから、認められない。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400080

地方公務員の営
利企業等の兼業
に関する要件緩
和

地方公務員法第
３８条弟１項

　営利企業への従事等
は、人事委員会規則等に
定める理由に基づき任命
権者が許可する。

ｄ

  一般職の地方公務員が
営利企業の役員を兼ねる
ことや報酬を得て事業等
に従事することについて
は、①職務専念義務の免
除（地方公務員法第３５
条）、②営利企業等の従
事制限の許可（地方公務
員法第３８条）、の規定
に従って任命権者の判断
により可能となるもので
あり、その基準等は当該
団体の条例等で定めるこ
ととなっている。
　要望にあるような大学
教員等の兼業について、
任命権者が許可等を与え
ることにより、現行制度
上可能である。

5055 5055020 秋田県 2

地方公務員の営
利企業等の兼業
に関する要件緩
和

大学教員等の営利企業等
の兼業についての要件緩
和

総務省

z0400090
週４０時間勤務
に縛られない短
時間労働制

地方公務員法第
２４条第５項

職員の勤務時間を定める
に当たっては、国及び他
の地方公共団体の職員と
の間に権衡を失しないよ
うに適当な考慮が払う必
要があり、通常、常勤の
職員は週４０時間勤務と
されている。

ｂ Ⅰ

一般職員の短時間勤務を
はじめ、任期付採用の拡
大等も含め、多様な勤務
形態の導入を図るため、
有識者等の意見を踏まえ
た検討を行い、所要の措
置を講ずる。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ Ⅰ

一般職員の短時間勤務を
はじめ、任期付採用の拡
大等も含め、多様な勤務
形態の導入については、
構造改革特別区域の第２
次提案に係る総務・特区
担当大臣折衝により、早
急に有識者等の意見を踏
まえた検討を行い、平成
１５年度中に所要の措置
を講ずることとし、前向
きの対応をすることとさ
れたとおりである。

5055 5055030 秋田県 3
週４０時間勤務
に縛られない短
時間労働制

短時間勤務の一般職地方
公務員の許容 総務省

地方公共団体に
おける一般職員
の任期付き職員
条件の拡大

一般職任期付職員の任用
要件の緩和 総務省5055 5055040 秋田県 4ｂ Ⅰ

昭和62年6月18日の最高裁
判決では、「地方公務員
法の下において職員の期
限付任用が許されるかど
うかについては、同法の
目的に鑑みると、恒常的
に置く必要がある官職に
あてるべき常勤の職員に
ついては、職員の身分を
保障し、職員をして安ん
じて自己の職務に専念さ
せ、もって公務の能率的
運営に資するため、期限
の定めなしに任用するの
が法の建前であり、職員
の任期を定めた任用は、
それを必要とする特段の
事由が存し、かつそれが
右の趣旨に反しない限り
許される」と判示されて
いる。地方公務員の任期
付採用制度は、このよう
な任期の定めのない採用
を原則とする地方公務員
法に対する特例を定めた
法律であることから、そ
の採用の要件は自ずと限
定されざるをえないもの
である。
なお、一般職員の短時間
勤務をはじめ、任期付採
用の拡大等も含め、多様
な勤務形態の導入を図る
ため、有識者等の意見を
踏まえた検討を行い、所
要の措置を講ずる。

z0400100

地方公共団体に
おける一般職員
の任期付き職員
条件の拡大

地方公共団体の
一般職の任期付
職員の採用に関
する法律第３条

地方公共団体の一般職の
任期付職員の採用に関す
る法律においては、「専
門的な知識経験又は優れ
た識見を有する者」につ
いて、要件に該当する場
合に、任期付採用ができ
ることとされている。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ Ⅰ

一般職員の短時間勤務を
はじめ、任期付採用の拡
大等も含め、多様な勤務
形態の導入については、
構造改革特別区域の第２
次提案に係る総務・特区
担当大臣折衝により、早
急に有識者等の意見を踏
まえた検討を行い、平成
１５年度中に所要の措置
を講ずることとし、前向
きの対応をすることとさ
れたとおりである。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

総務省
経済産業省4

｢公営電気事業｣
に対する国庫補
助金等の廃止、
および事業の民
営化等の推進

公営水力発電所は、全国
で293箇所、認可出力
2,570　MWが運転中である
が、一般電気事業者の発
展とともに､その任務は全
うした。
しかし、13年度において
も、公営発電事業に国庫
補助金約5億円/年、また
企業債約53億円/年を調達
して、事業維持を図るな
ど課題は多い。
このため、公営発電事業
に対する国庫補助金の廃
止とともに、事業の民営
化を推進し電力自由化に
対する競争力確保に努め
る。

5040 5040040
㈱シーテッ

ク

◎（国庫補助金の廃止に
ついて）
→　経済産業省にて対応
されるべき事項。
◎　事業の民営化推進に
ついて
→　（回答）ｄ
・公営電気事業は中小水
力発電や風力発電などに
より、地域の未利用ｴﾈﾙ
ｷﾞｰやｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰを積極的
かつ有効に活用してい
る。
・地方公共団体が電気事
業を経営するか否か、ま
た既に経営している事業
を民営化するかどうかに
ついては、地方公共団体
が地域の実情等に応じ、
自主的・主体的に判断す
べきもの。
・最近も地方公共団体の
自主判断により民営化を
行った例がある。
・なお、総務省において
は平成14年３月に通知を
発出し、アウトソーシン
グをはじめとする民間的
経営手法の有効な活用を
通じ自主性の強化と経営
活性化に取り組むことを
求めているところ。
・今後、来年度までに
は、地域住民の意思を踏
まえ、現在の地方公営企
業形態による公共サービ
ス供給を維持することの
適否について再点検を行
うことを要請する。

ｄ

◎（国庫補助金の廃止に
ついて）
→　経済産業省にて対応
されるべき事項。
◎　事業の民営化推進に
ついて
→　（回答）ｄ
・公営電気事業は中小水
力発電や風力発電などに
より、地域の未利用ｴﾈﾙ
ｷﾞｰやｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰを積極的
かつ有効に活用してい
る。
・地方公共団体が電気事
業を経営するか否か、ま
た既に経営している事業
を民営化するかどうかに
ついては、地方公共団体
が地域の実情等に応じ、
自主的・主体的に判断す
べきもの。
・最近も地方公共団体の
自主判断により民営化を
行った例がある。
・なお、総務省において
は平成14年３月に通知を
発出し、アウトソーシン
グをはじめとする民間的
経営手法の有効な活用を
通じ自主性の強化と経営
活性化に取り組むことを
求めているところ。

総合規制改革会
議の「規制改革
の推進に関する
第２次答申(平成
14年12月12日)」
（平成14年12月
17日閣議決定）
において、地方
公営企業におい
ても、民営化、
民間への事業譲
渡、民間委託を
推進するとされ
ているところ。

z0400110

｢公営電気事業｣
に対する国庫補
助金等の廃止、
および事業の民
営化等の推進

◎地方公営企業
法第２条（この
法律の適用を受
ける企業の範
囲）⇒地方公共
団体が経営する
電気事業が地方
公営企業法の適
用を受けること
を定める規定。
◎地方財政法第
６条（公営企業
の経営）
⇒特別会計の設
置及び公営企業
の経費負担を定
める規定。
◎地方財政法第
16条（補助金の
交付）
⇒国が地方公共
団体に補助金を
交付できること
を定める規定。

◎地方公営企業法第２条
により、地方公共団体が
電気事業を経営する場
合、地方公営企業法の適
用を受けることが定めら
れている。
◎地方財政法第６条によ
り、公営企業における経
費負担の考え方が示され
ているが、国からの補助
金の受け入れは排除され
ていない。
◎地方財政法第１６条に
より、国は地方公共団体
に補助金を交付すること
ができることとされてお
り、地方公共団体が経営
する公営電気事業も補助
金を受けることは可能で
ある。

要望の趣旨を踏まえ、今
後とも公営電気事業の民
営化に向けた取組みを検
討されたい。

ｄ
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008240
オリックス

㈱ 24.1

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

自動車の生産・販売・流通
に伴って必要となる諸行政
手続（検査・登録～国、車
庫証明・納税～地方、自賠
責保険確認～国）等の電子
化は、規制改革推進3ヵ年計
画において、平成17年を目
標に稼動開始（平成15年目
途に一部地方公共団体で試
験運用）となっているが、
これを実現するため、下記
の事項を含め早急に検討・
具体化していくこと。 ①
検査・登録等諸手続〇自動
車の検査・登録手続等の電
子化〇軽自動車の検査・届
出手続等の電子化〇納税証
明書の添付に代わる電子化
の検討〇抹消・移転登録手
続の電子化 ②自動車取得
税の納付手続〇納付手続の
電子化 ③自動車税・軽自
動車税納付及び還付手続〇
納付及び還付手続の電子化
〇電子化に向けた納付及び
還付手続の合理化〇納税に
係る行政と所有者の有する
電子情報の交換 ④重量税
納付手続等〇納付手続等の
電子化 ⑤保管場所証明申
請手続〇申請手続の電子化
及び電子化に向けた申請手
続の全国統一化〇電子化に
向けた添付書類の簡素化等
⑥自賠責保険付保〇付保手
続の電子化及び電子化に向
けた手続の合理化 ⑦所有
者に対する所有自動車に係
る登録事項等の電子的開示
なお、試験運用を行う際、
大量の自動車を所有する
リース会社の事務手続等を
考慮して、その運用に当
たっての検討等を行うこ
と。

国土交通省
財務省
総務省
警察庁

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ

　ワンストップサービ
ス・システムは、e-Japan
重点計画において平成１
７年度の本格稼動を目指
し取組むべき施策として
位置付けられており、現
在、関係行政機関・団体
との調整を行いながら、
計画的かつ着実にその準
備を進めているところで
ある。
　システムの本格稼動に
当たっては、事前に十分
な試験・検証を行わなけ
ればならず、計画の前倒
しにより導入時期を早め
ることは、システムの円
滑な稼動・運用に支障を
来す可能性があることか
ら、平成１６年度までに
本格稼動させることは実
現困難と考える。

b Ⅰz0400120

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

地方税法
第１５１条の
２、第１５２
条、第６９９条
の１１等

　現在、自動車保有に関
する手続は、警察署、税
事務所、運輸支局の各行
政機関に出向き申請手続
等を行う必要がある。
　e－Ｊａｐａｎ重点計画
2002において、国民負担
の軽減及び行政事務の効
率化を図るため、ワンス
トップサービスのシステ
ム実現が位置付けられて
いる。

　自動車保有に関する手
続（検査・登録、保管場
所証明、自動車関係諸税
等の納付等）のワンス
トップサービスによる電
子化については、概ね２
００５年を目標にシステ
ム稼働を目指すこととし
ている。このワンストッ
プサービス化によって複
数の行政機関に出向くこ
となく、各行政機関への
手続が一括して行えるこ
ととなり記入事項の一本
化等、申請手続の合理化
が図られることとなる。
その際、入力項目を集約
した申請画面や税・手数
料のまとめ払いといった
大量に自動車を保有する
方にも配慮した仕組みを
設ける方向で検討してい
るところ。
　また、２００３年度に
は、一部地域でシステム
の実用化に係る試験運用
を行う予定となってい
る。
　軽自動車については、
軽自動車検査協会で現在
独自に行われている事務
手続についても接続のイ
ンターフェイスの統一化
すること等により、申請
者負担の軽減が図られる
ようにする方向で検討し
ているところ。

5034 5034030
(社)リース
事業協会 3

自動車の生産・
販売・流通に
伴って必要とな
る諸行政手続の
電子化の早期実
現等

・自動車の生産・販売・流
通に伴って必要となる諸行
政手続（検査・登録～国、
車庫証明・納税～地方、自
賠責保険確認～国）等の電
子化は、規制改革推進3ヵ年
計画において、平成17年を
目標に稼動開始（平成15年
目途に一部地方公共団体で
試験運用）となっている
が、これを実現するため、
下記の事項を含め早急に検
討・具体化していくこと。
①検査・登録等諸手続〇自
動車の検査・登録手続等の
電子化〇軽自動車の検査・
届出手続等の電子化〇納税
証明書の添付に代わる電子
化の検討〇抹消・移転登録
手続の電子化　②自動車取
得税の納付手続〇納付手続
の電子化　③自動車税・軽
自動車税納付及び還付手続
〇納付及び還付手続の電子
化〇電子化に向けた納付及
び還付手続の合理化〇納税
に係る行政と所有者の有す
る電子情報の交換　④重量
税納付手続等〇納付手続等
の電子化　⑤保管場所証明
申請手続〇申請手続の電子
化及び電子化に向けた申請
手続の全国統一化〇電子化
に向けた添付書類の簡素化
等　⑥自賠責保険付保〇付
保手続の電子化及び電子化
に向けた手続の合理化　⑦
所有者に対する所有自動車
に係る登録事項等の電子的
開示・なお、試験運用を行
う際、大量の自動車を所有
するリース会社の事務手続
等を考慮して、その運用に
当たっての検討等を行うこ
と。

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008390
オリックス

㈱ 39
自動車所有権留
保者への第二次
納税義務の廃止

地方税法第十一条の九の
廃止を要望する。 総務省

5034 5034420
(社)リース
事業協会 42

リース等が競争
上不利となる補
助金制度・税制
等について
（４）自動車所
有権留保者への
第二次納税義務
の廃止

自動車の割賦販売にあ
たっては、債権を担保す
るため所有権を留保する
ことが多い。債務者が滞
納した場合、売主に第二
次納税義務が生じる。行
方不明等一定の事由に該
当しない限り納税義務は
免除されないため、地方
税法第11条の9の廃止を要
望する。

総務省

5008 5008380
オリックス

㈱ 38

リ－ス契約にお
ける自動車税、
自動車取得税の
非課税措置の適
用(身体障害者使
用車両、教習
車、官公庁車両
対象)

リース契約における上記
車両についても非課税と
する旨の措置を講じるこ
と。

総務省

5034 5034402
(社)リース
事業協会 40

リース等が競争
上不利となる補
助金制度・税制
等について
（２）税制

リース及び割賦販売（以
下、「リース等」とい
う。）によって設備を使
用する顧客等は、次のよ
うな設備投資に係る優遇
税制等を利用することが
できない。また、リース
会社間の競争条件が不公
平なものがある。

自動車税、自動車取得税
の非課税措置(身体障害者
使用車両、教習車、官公
庁車両対象)   身体障害
者使用の車両や教習車、
官公庁車両における自動
車税、自動車取得税に関
して、自身が所有者の場
合は非課税であるが、リ
－ス契約にすると所有者
がリース会社となり、課
税扱いとなる。

総務省

　第二次納税義務の免除
を求めるものであるた
め。

ｆ

z0400130 Ⅰ
自動車所有権留
保者への第二次
納税義務の廃止

地方税法第１１
条の９

　地方税法第１１条の９
の規定により、自動車又
は軽自動車等の買主が当
該自動車に対して課する
自動車税又は軽自動車税
に係る地方団体の徴収金
を滞納した場合におい
て、その者の財産につき
滞納処分をしてもなおそ
の徴収すべき額に不足す
ると認められる時は、私
法上の自動車の所有権者
は売主であり、当該自動
車に対して直接滞納処分
を行うことができないた
め、自動車税の徴収の確
保を図る見地から、売主
に対して第二次納税義務
を課している。

f

z0400140 Ⅰ 　非課税措置の拡充を求
めるものであるため。

　地方税法第１４５条第
１項及び第６９９条の２
第１項の規定により、自
動車税及び自動車取得税
は、自動車の取得に対
し、主たる定置場所在の
道府県において、その所
有者に課することとされ
ており、自動車が官公庁
車として使用される場合
であっても、所有者たる
リース会社が納税義務者
となり課税される。
（なお、身体障害者等の
使用車両に係る減免措置
については、自治税務局
長通知で基準を示してい
たところであるが、地方
分権推進計画（平成１０
年５月２９日閣議決定）
において自治事務に係る
基準については通知によ
らないこととされている
ため、これらの減免通知
については、平成１２年
４月１日付けでこれを廃
止するとともに、「従前
の取扱いを考慮し、適宜
免除又は軽減することが
適当であると考えるの
で、適切に対応されるよ
うお願いする」旨、各地
方公共団体に対して伝え
たところ。このため、現
在は、地域の実情に応
じ、各地方公共団体の判
断により運用がなされて
いるところ。）

リ－ス契約にお
ける自動車税、
自動車取得税の
非課税措置の適
用(身体障害者使
用車両、教習
車、官公庁車両
対象)

地方税法
第１４５条第１
項、第１４６
条、第６９９条
の２、第６９９
条の４
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

継続車検時に自動車税納
税証明書を提示する必要
があり、大量の自動者を
所有するものに限って、
自動車税の徴収と車検を
切り離すこと等の措置を
図ること。

国土交通省
総務省

5034360
(社)リース
事業協会 36

継続車検時の自
動車税納税証明
書提示の廃止

5034b I

　継続検査時における自
動車税の納税証明書の義
務付けは、自動車税滞納
の抑止を図る上で有用な
措置と考えられている
が、自動車保有関係手続
のワンストップサービ
ス・システムの導入に併
せ、オンライン申請が行
われる場合、これまでの
納税証明書の呈示に代
え、電子的に納税の確認
が行える仕組みの検討を
行っているところであ
る。
　ワンストップサービ
ス・システムは、今年度
から来年度にかけて試験
運用を行う予定としてお
り、そこで生じた問題点
の把握・検証を行い、改
善を重ねた上で平成１７
年度の本格導入に向け、
その準備を進めていると
ころである。

総務省

z0400160
継続車検時の自
動車税納税証明
書提示の廃止

道路運送車両法
第９７条の２

　道路運送車両法第９７
条の２では、継続検査の
申請をする場合には、申
請者は、当該自動車の所
有者が当該自動車につい
て現に自動車税又は軽自
動車税の滞納がないこと
を証するに足りる書面を
呈示しなければならない
とされている。

ｃ Ⅰ

　近年における自動車台
数の増加に伴い自動車税
の徴収事務量は多大なも
のとなっており、滞納整
理事務の合理化を図るこ
とが求められている中
で、本規定は、長期にわ
たる悪質な自動車税滞納
者の抑止など各都道府県
における自動車税の徴収
の確保を図る上で有用な
措置となっていることか
ら、当該規定を廃止でき
ないものであるため。

本件について、国土交通
省からは「自動車保有関
係手続のワンストップ
サービス化に併せて、電
子的に納税を確認できる
システムを地方自治体が
構築すれば対応は可能」
である旨の回答があった
が、上記システムに関す
る検討状況について、実
施までのスケジュールも
含め示されたい。（当該
検討がなされていない場
合は、当該検討をするこ
とについて、スケジュー
ルも含め示されたい。）

34

自動車Nox・PM法
に係る代替車の
取得税軽減措置
の適用について

・リースによって適合車
を導入するユーザーが、
当該ユーザーの取得した
非適合車を廃車した場合
において、リース会社が
本措置の適用を受けられ
るようにすること。

5034 5034340
(社)リース
事業協会ｆ Ⅰ 　税の特例措置の拡充を

求めるものであるため。
z0400150

自動車Nox・PM法
に係る代替車の
取得税軽減措置
の適用について

地方税法附則
第３２条第９項

　自動車取得税において
は、地域環境対策の観点
から、窒素酸化物又は粒
子状物質の排出基準に適
合しない一定の自動車を
廃止した者が、新たに窒
素酸化物及び粒子状物質
の排出基準に適合し、か
つ、最新の自動車排出ガ
ス規制に適合した自動車
を取得する場合、その買
い換えを促進するため
に、買い換え時の負担軽
減を図るべく特例措置を
講じているところであ
る。
　リース車については、
自動車取得税の納税義務
者は所有者たるリース会
社となるため、使用者に
納税義務は生じない。
よって、使用者が窒素酸
化物又は粒子状物質の排
出基準に適合しない一定
の自動車を廃止して、
リース車により代替した
場合は特例対象にはなら
ない。
　しかしながら、リース
会社が、リース車両であ
る一定の特定自動車排出
基準に適合しない自動車
を廃車し、新たに窒素酸
化物及び粒子状物質の排
出基準に適合し、かつ、
最新の自動車排出ガス規
制に適合した自動車を取
得した場合については、
本特例の適応を受けるこ
とができる。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

車いす移動車等
に対する自動車
税･軽自動車税･
自動車取得税の
減免措置の全国
統一

各自治体の税条例で規程
され実施されている減免
措置の運用（解釈）統一
の徹底を図られたい。

総務省5073 5073230
(社)日本自
動車工業会 23z0400180

車いす移動車等
に対する自動車
税･軽自動車税･
自動車取得税の
減免措置の全国
統一

地方税法
第１６２条、第
４５４条、第６
９９条の１７

　身体障害者又は精神障
害者の利用に供する自動
車に対する自動車税等に
かかる減免措置について
は、平成１１年度まで、
その取扱いについて自治
税務局長通知（自治府第
６４号通知は平成１０年
４月１日付けで全部改
正、自治府第６５号通知
は同日付けで廃止。）で
基準を示していたところ
であるが、地方分権推進
計画（平成１０年５月２
９日閣議決定）において
自治事務に係る基準につ
いては通知によらないこ
ととされているため、こ
れらの減免通知について
は、平成１２年４月１日
付けでこれを廃止すると
ともに、「従前の取扱い
を考慮し、適宜免除又は
軽減することが適当であ
ると考えるので、適切に
対応されるようお願いす
る」旨、各地方公共団体
に対して伝えたところ。

ｃ
　課税権を有する各地方
公共団体の判断によるべ
きものであるため。

①②様式統一に係る検討
の実施時期及び電子納税
に係るモデルシステム仕
様書の提示予定時期に関
して、平成16年度までに
実施することの可否につ
いて改めて検討された
い。

Ⅰ

①②様式統一について
は、その必要性及び可否
について十分に調査・研
究する必要があり、様式
統一の実施をするかどう
かはその調査等の結果を
待って判断することとし
たい。
電子納税に係るモデルシ
ステム仕様書について
は、今年度検討し、平成
１５年度末に提示予定で
ある。

１　この要望は、個人住
民税の賦課徴収が原則と

z0400170
固定資産税の納
付手続きの電子
化等

地方税法第３６
２条

①固定資産税の納付手続
については、電子化はな
されていない。②固定資
産税納付書の様式は、法
令に特段の定めがなく、
様式は各市町村の定める
ところによっている。③
固定資産税の納期は、地
方税法の規定するところ
により、各市町村の条例
で定めることができる。

①、
②
ｂ
③
ｃ

Ⅰ

①②固定資産税納付書の
様式については、既に各
市町村毎の様式が作成さ
れているとともに、各市
町村と金融機関等の間に
おける収納処理システム
が構築され、その運用が
定着しているところであ
る。現時点において様式
を統一しようとすれば、
当該既存のシステムの変
更を伴い、各市町村に多
大な経費の負担をかけ
る。このような市町村の
実情に配慮しながら様式
統一の必要性及びその可
否を検討してまいりた
い。電子納税について
は、今年度地方税電子納
税プロジェクトの中で研
究開発を実施し、その成
果を踏まえてモデルシス
テム仕様書を提示する予
定である。今後はこれら
モデルシステム仕様書に
基づいて各地方公共団体
において地方税の申告手
続・納税手続等の電子化
が図られるものと考える
が、システム構築に多額
の費用がかかるなど様々
な課題があることから、
地方公共団体が主体的に
こうした課題を検討し、
電子申告システムの導入
に取り組むための仕組み
づくりが全国地方税務協
議会を中心に進められて
おり、総務省としてもこ
れを支援して、地方税申
告システムの導入を促進
していく所存である。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

③固定資産税の
納期について
は、法律で標準
的納期を定めて
いるが、各市町
村において徴税
事務、納税者の
便宜等の事情が
あれば自主的に
決定できるよう
にする必要があ
る。

①②
ｂ、
③ｃ

5034 5034530
(社)リース
事業協会 53

固定資産税の納
付手続きの電子
化等

①固定資産税の納付手続
き等を電子化すること。
②固定資産税納付書の様
式を統一化すること（郵
便局使用時の納付書も併
せて統一化すること）。
③固定資産税の納期を統
一すること。

総務省

１　３ヶ月の期間につい
て１年程度に延長すべき
との要望について　　次
の点で問題があるため、
採用できない。
(1) 「３ヶ月では十分な
指導や滞納処分を行う期
間としては短すぎる」と
のことであるが、まず市
町村が滞納者に対し指導
等を行い、道府県は市町
村が行った指導等の結果
をなるべく活用すること
を含め、法令等に明文化
されている徴収の引継
（市町村から道府県への
徴収の引継及び道府県か

（「措置の概
要」欄より続
く）

③道府県におい
て職員の増加等
徴税体制の強化
が必要といった
問題がある。
(3) 個人住民税
の賦課徴収は原
則として市町村
の責任とされて

県の徴税吏員は、個人の
市県民税の徴収及び滞納
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

ｃ

民税の賦課徴収が原則と
して市町村の責任とされ
ているにもかかわらず、
滞納者に対する指導等を
含め、滞納処分を道府県
に行わせることを前提と
して期間の延長を求めて
おり、賦課徴収の責任を
放棄しようとするもので
ある。
　この要望の趣旨を踏ま
えると、数ヶ月単位で
あっても期間を延長する
ことは不適当。
２　なお、前回の回答の
通り、千葉県において
は、現行の３ヶ月につい
て適当な期間と考えてい
るところ。

z0400190

地方税法第４８
条による個人の
市県民税の徴
収、滞納処分の
特例

地方税法第４８
条
地方税法施行令
第８条の４

個人道府県民税の徴収
は、納税者の手間や課税
団体の徴税コストを極力
軽減する趣旨から、原則
として個人市町村民税と
併せて市町村が行うもの
であるが、翌年度の５月
末になってもまだ完納さ
れていないものについ
て、市町村長の同意を得
て、３ヶ月を超えない一
定期間に限り、例外的に
道府県知事自らが徴収し
又は滞納処分をすること
ができるものである。

ｃ Ⅰ

徴収の引継及び道府県か
ら市町村への徴収の引
継）を円滑、確実かつ効
果的に行うことによって
対処することが可能と考
える。また、道府県から
市町村への徴収の引継の
際に、道府県が既に滞納
処分に着手していれば、
協議によって、３ヶ月間
に限らず道府県が引き続
き徴収を行うことができ
ることとされており、現
行制度で不十分とはいえ
ないと考える。なお、千
葉県においても、納税交
渉及び滞納処分に要する
期間等を勘案した場合、
現行の３ヶ月については
適当な期間と考えている
としている。
(2) 仮に期間を１年に拡
大した場合には、①市町
村が現年分として徴収で
きず滞納繰越分となった
ものの徴収については、
道府県が通年で継続的に
行うこととなりかねず、
市町村の徴収の責任が不
明確になる、

（以下「その他」欄に続
く）

の責任とされて
いるが、この要
望は滞納者に対
する指導等を含
め滞納処分を道
府県に行わせる
ことを前提とし
て期間の延長を
求めるものであ
り、賦課徴収の
責任を放棄しよ
うとするもので
ある。
２　当該特例の
対象に固定資産
税等の税目を加
えるべきとする
要望について
要望の税目(固定
資産税等)はすべ
て市町村税であ
り、これらにつ
いて道府県に滞
納処分を行わせ
ることは、市町
村の徴収の責任
を放棄しようと
するものであ
る。

回答では期間を１年に延
長した場合の問題点を指
摘しているが、要望の趣
旨は現行の「３ヶ月」を
不十分として期間の拡大
を求めるものであること
から、例えば数ヶ月程度
の期間延長ができないか
について、改めて検討さ
れたい。

ｃ Ⅰ 5090 5090010
千葉県野田

市 1

地方税法第４８
条による個人の
市県民税の徴
収、滞納処分の
特例

市県民税の徴収及び滞納
処分の特例を実施するに
あたり、その引継ぎ期間
を３ヶ月以内に限定して
いるが、期間的に不十分
なため、これを１年以内
にし十分な調査処理期間
を与えることにより、よ
り実効性ある滞納処分が
可能となる。また、複数
の税目を滞納する者に対
して、市県民税に範囲を
限定せず、固定資産税等
他税目も対象にすること
により、より効果的な滞
納処分が可能となる。

総務省

z0400200

国税徴収法第76
条に規定する給
与の差押禁止に
係る特例

地方税法第３３
１条第６項　他
国税徴収法第７
６条第１項第４

号

　給与に係る債権につい
ては、最低生活費に相当
する金額の差押が禁止さ
れる。

ｃ

　給与について一定額が
差押禁止の対象とされて
いるのは、給与生活者の
最低生活の維持などを保
障しようとする趣旨に基
づくものである。
　国税徴収法第７６条に
おいて、滞納者と生計を
一にする親族の所得に関
係なく、親族数に応じて
生活扶助基準額を加算し
て差押禁止部分の金額を
決定しているのは、
○多数の納税者を相手と
する滞納処分の性質上、
差押禁止の額を簡便に計
算できるようにしておく
必要があること
○生計を一にする親族の
所得が一定額を超えるか
どうかは、一年間を通し
てはじめて確定するので
あり、差押時に一定額を
超えるか否かは確定しな
いのであるから、差押時
においては判断ができな
い場合が多いと考えられ
ること
○滞納者と生計を一にす
る親族に対しては、必ず
しも質問検査権が及んで
いないことから、滞納者
の親族の所得を把握する
ことは必ずしも容易では
ないこと
によるものである。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

②滞納者にとっ
ては、市町村
（現年分）と道
府県（過年分）
の双方から徴収
され煩わしいほ
か、徴収事務が
道府県と市町村
とで重複する、
　さらに、国税
と違う取扱にし
た場合には、給
与支払者は国
税、地方税それ
ぞれについて給
与差押額を計算
しなければなら
ず、給与支払者
に過重な負担を
負わせることに
なるため、国税
と同じ取扱をす
ることが必要で
ある。
　したがって、
地方税において
も、国税徴収法
を準用し、同様
の取扱としてい
るものであり、
当該規定は地方
公共団体を規制
するものではな
い。このため、
国税徴収法第７
６条に規定する
給与の差押禁止
に係る特例を設
けることは困難
である。

要望内容は「世帯全体と
しては十分な所得がある
にもかかわらず、滞納者
の給与額によっては給与
差し押さえもできないと
いう一般納税者の常識で
は理解し難い状況」の改
善を求めるものである。
総務省の回答には一定の
合理性を認めるが、税の
公平性の観点に加え、今
般の財政事情の中では税
収の確保が重要課題であ
ることにかんがみ、改め
て何らかの措置ができな
いかについて検討された
い。

前回回答した通り、国税
と同じ取扱とすることが
必要であり、現行の国税
徴収法を前提としつつ、
地方税独自で新たな措置
を検討することは困難で
ある。

5090 5090020
千葉県野田

市 2

国税徴収法第76
条に規定する給
与の差押禁止に
係る特例

給与差押について、法第
76条第1項各号に掲げる金
額の合計額に達するまで
の部分の金額について
は、滞納者の承諾がある
ときを除き差押さえるこ
とができない旨規定して
いる。この中（同項第4
号）で生活扶助基準額
（滞納者と生計を一にす
る親族含む。）として政
令で定める金額（滞納者
10万円に配偶者その他の
親族各4万5千円の合計
額）を差押禁止としてい
るが、問題は、「これら
の者が所得を有しないも
のとして」と規定したこ
とで、滞納者と生計を一
にする親族の所得状況を
全く考慮していないこと
にある。
生活扶助基準額の算定を
行うにあたって、「滞納
者と生計を一にする親
族」に一定の所得がある
場合は、当該所得を有す
る者を、「滞納者と生計
を一にする親族」から除
外する措置を講じ、実情
に応じた滞納整理ができ
るようにする。

総務省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400220
不正軽油対策の
見直し

地方税法
第７００条の２
８

（軽油引取税に係る脱税
に関する罪）５年以下の
懲役若しくは２００万円
以下の罰金

ｃ Ⅰ

　軽油引取税の脱税に対
する罰則の強化について
は、その他の脱税に係る
罰則との整合性等から困
難。

軽油引取税の脱税につい
ては、環境等へ多大な影
響を及ぼす恐れがあり、
他の脱税との整合性を考
える上でも、こういった
点も含めた評価が必要と
考えられるが、このよう
な点を踏まえ、要望につ
いて改めて検討された
い。

c I

　軽油引取税の脱税に対
する罰則の強化について
は、その他の脱税に係る
罰則との整合性等から困
難ではあるが、同税の脱
税が環境等へ多大な影響
を及ぼすおそれがあるこ
とは承知している。
　総務省としては、各県
レベルでの不正軽油対策
協議会等の設置要請、環
境省、警察庁、消防庁、
資源エネルギー庁との合
同の連絡会議への参画等
を通じ、この問題に対処
することとしている。

5100 5100090 東京都 9 不正軽油対策

不正軽油の製造等を取り
締まる実効性のある対策
を講じるとともに、軽油
引取税の脱税や不正軽油
の製造、販売及び消費に
対する罰則を強化すると
ともに、硫酸ピッチの不
法投棄に対する罰則を強
化する。

総務省
経済産業省
環境省

固定資産税等地
方税の納付様式
の全国統一およ
び納付手続の電
子化

　地方税の納付につい
て、納入に関する書類の
様式を全国的に統一する
とともに、申告および納
付を電子化すべきであ
る。
　地方税の申告書・納付
書の様式については、
「納付手続きの簡素化の
見地から鋭意、様式の統
一を図ってきているとこ
ろである（「各府省等に
おける規制改革に関する
内外からの意見・要望等
に係る対応状況（平成14
年度版）」[平成15年5月]
とされているが、徹底さ
れているとは言えない。
電子化に先駆けて、書類
様式の統一を早急に行う
べきである。
　また、地方税の納付手
続の電子化については、
「規制改革推進３か年計
画（再改定）」[平成15年
3月28日閣議決定]では、
申告については「平成14
年度に措置済」、納付に
ついては「15年度に検
討・結論」となっている
が、できる限り早期に電
子申告・納税を全国的に
実施すべきである。

総務省5102 5102400

(社)日本経
済団体連合

会
40

納付書及び自動車税・自
動車取得税・軽自動車税
の申告書以外の申告書の
様式統一に係る検討の実
施時期に関し、平成16年
度までに実施されること
の可否について示された
い。
また、電子納税に係るモ
デルシステム仕様書の提
示予定時期に関し、平成
16年度までに実施される
ことの可否について示さ
れたい。

ｂ Ⅲ

　納付書及び自動車税・
自動車取得税・軽自動車
税の申告書以外の申告書
の様式については、どの
様式が統一する必要性が
あるか、あるいはどの様
式の統一が図られれば効
果的であるか等を、要望
主体の意見や地方公共団
体の意見も伺いつつ平成
１５年度より検討してま
いりたい。
　
　電子納税に係るモデル
システム仕様書について
は、今年度検討し、平成
１５年度末に提示する予
定である。

ｂ Ⅲ

　申告書・納付書の様式
の統一の状況について
は、納付手続の簡素化の
見地から、鋭意検討を進
めてきており、自動車
税・自動車取得税の申告
書については平成１４年
に、軽自動車税の申告書
については、平成１６年
より様式を統一すること
としたところである。今
後も引き続き検討を進め
てまいりたい。
　地方税手続の電子化に
ついては、平成13年度か
ら14年度にかけて、イン
ターネットを活用した地
方税申告に関する研究開
発を行い、平成14年12月
に、システムを構築する
際の「地方税電子申告シ
ステムモデルシステム仕
様書」を地方公共団体に
提示したところ。また電
子納税についても、今年
度地方税電子納税プロ
ジェクトの中で研究開発
を実施し、その成果を踏
まえてモデルシステム仕
様書を提示する予定であ
る。

（以下「その他｣欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

　今後はこれら
モデルシステム
仕様書に基づい
て各地方公共団
体において地方
税の申告手続・
納税手続等の電
子化が図られる
ものと考える
が、システム構
築に多額の費用
がかかるなど
様々な課題があ
ることから、地
方公共団体が主
体的にこうした
課題を検討し、
電子申告システ
ムの導入に取り
組むための仕組
みづくりが全国
地方税務協議会
を中心に進めら
れており、総務
省としてもこれ
を支援して、地
方税電子申告シ
ステムの導入を
促進していく所
存である。

z0400230

固定資産税等地
方税の納付様式
の全国統一およ
び納付手続の電
子化

地方税法

　納税義務者は、地方税
法に基づき、居住、住居
または事務所、事業所、
寮等が存在する市町村長
にそれぞれ総務省令で定
められた申告書・納付書
を提出しなければならな
い。

国民健康保険税
（料）賦課に係
る連帯納税義務
の特例

　国民健康保険税（料）
の算定にあたっては、被
保険者である世帯員の所
得、資産も算定の基礎に
加えられるが、納税
（付）義務者は、世帯主
のみとなっている。
国民健康保険税（料）の
納税（付）義務に連帯納
税（付）義務を導入し、
被保険者である世帯員の
内、一定の者（例えば、
18歳以上の被保険者）に
連帯納税義務を負わせる
措置を講じることによ
り、適切な徴収が行える
ようにする。

厚生労働省
総務省

5090 5090030
千葉県野田

市 3

要望では、被保険者たる
世帯員が所得等を有する
場合における滞納処分を
行うことができないこと
を問題としているもので
ある。要望にあるとお
り、介護保険のような連
帯納税制度を導入できな
い理由を具体的に明示さ
れたい。

ｂ

・国民健康保険において
は、被保険者に無収入者
や未成年者が多く含まれ
ているため、保険者に対
する義務（保険税納税義
務、届出義務等）を被保
険者全体に負わせるのは
適当ではないという考え
方から、便宜上、当該義
務を世帯主に負わせてい
る。また、義務を課すか
わりに、保険者に対する
権利である高額療養費等
の支給の申請等について
も、世帯主に認めてい
る。
・本来、世帯主以外の者
が生計を維持していると
認められる場合には、世
帯主変更の勧奨を促すべ
きであるが、現状を鑑み
ると世帯主以外に資産等
を有する等納付義務を負
うに相応しい者が世帯内
に存在する場合もある。
しかしこれらの者に対し
て納付義務を課すかどう
かについては、国民健康
保険法上の世帯主、ひい
ては世帯の在り方そのも
のに関わる事項であり、
厚生労働省において今後
の国民健康保険の在り方
の見直しの中で検討して
いくこととしており、こ
うした検討を踏まえて当
省についても検討してい
く必要があると考えてい
る。

ｃ Ⅰ

　世帯主は、主として世
帯の生計を維持する者で
あって、その世帯を代表
する者として社会通念上
妥当と認められる者であ
ると解されている。御要
望の世帯主以外の被保険
者にまで納付（税）義務
を負わせることは、生計
を維持する能力のない者
にまで納付（税）義務を
負わせることとなるため
適当ではない。なお、世
帯主以外の者が生計を維
持していると認められる
場合には、世帯主変更の
勧奨を促すべきものと考
えている。

z0400210

国民健康保険税
（料）賦課に係
る連帯納税義務
の特例の導入

地方税法第７０
３条の４第１
項、第７０３条
の４第２７項

世帯内の被保険者（世帯
主を含む。）の保険税
（料）は当該世帯主に課
税（賦課）される。な
お、世帯内に被保険者は
いるが、世帯主が国保の
被保険者でない場合で
あっても世帯主に課税さ
れる（擬制世帯主）。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400240

厨房に関する各
規制の電気厨房
機器の特性に見
合った規制への
見直し

・消防法第９条
・消防法施行令
第第５　条～第
５条の５
・対象火気設備
等の位置、構造
及び管理並びに
対象火気器具等
の取扱いに関す
る条例の制定に
関する基準を定
める省令等

火を使用する設備又はそ
の使用に際し、火災の発
生のおそれのある設備の
位置、構造及び管理、火
を使用する器具又はその
使用に際し、火災の発生
のおそれのある器具の取
扱のために必要な事項
は、政令で定める基準に
従い市町村条例で定めら
れている。

e －

電気を熱源とする設備等
は火災予防条例（例）第
２３条に規定する裸火と
して規制されるのではな
い、ガスを使用する施設
と電気を使用する設備と
は、それぞれに分けた規
制を行っている、想定す
る事例が他省等所管の法
令である等の事実誤認が
生じている。

5040 5040060
㈱シーテッ

ク 6

厨房に関する各
規制の電気厨房
機器の特性に見
合った規制への
見直し

厨房に関する各規制は、
ガス厨房を規準に制定さ
れている。
しかし､近年の電気厨房の
普及に伴い、換気設備や
消火設備等裸火や燃焼排
ガスを考慮したガス厨房
を基準の設備対策は、電
気設備に対しては過剰設
計といえる。
省エネ、省コストを妨げ
る現行法を、電気厨房を
基準とした法整備、もし
くは改正をお願いしたい.

国土交通省
総務省

z0400250

石油コンビナー
ト等の施設の新
設・変更に係る
届出先の市町村
長等への移管

石油コンビナー
ト等災害防止法
第五条第一項、
第七条第一項

事業者から新設・変更に
関する計画の届出
　　　　　　　↓
国で審査し、計画の内容
により計画に対する指
示、不指示を実施
　　　　　　　↓
着工、工事完了後、国に
「完了届」を提出
　　　　　　　↓
国で確認検査を実施

＊なお、計画の届出が
あったときは関係都道府
県知事及び関係市町村長
に意見を聴き、工事完了
の確認をしたときはその
旨を通知することとなっ
ている。
＊計画に対する指示をす
るときは関係行政機関の
長に対し協議し、また、
関係行政機関の長は当該
計画に対する「指示」を
要請することができるこ
ととなっている。

ｃ

①国民の生命、身体及び
財産の保護等に係る重要
な特定事項については、
地域格差が生ずることの
ないよう、国が全国的な
視野に立ってその水準を
確保する必要がある。石
災法の新設等の計画に係
る審査については、これ
に該当するものと考えら
れ、全国の石油コンビ
ナートの状況を踏まえ、
全国的な観点から総合的
にこれを行う必要があ
る。
②よって届出等に係る事
務を市町村長等（市町村
消防本部）に移管するこ
とは認められない。
③なお、軽微な工事を行
う場合は、国の関与の必
要性がないものとして、
届出不要とし、事業所が
独自に変更工事を行うこ
とが可能な法令の枠組み
となっている。

①石災法第八条
では届出があっ
た場合において
当該新設等の届
出に係る第一種
事業所の新設又
は変更に関する
計画について、
災害が発生した
場合における当
該災害の拡大の
防止をするため
に必要と認めら
れる範囲内にお
いて当該新設等
の計画の変更を
指示することが
できるとしてい
る。また、同条
第一号では指示
を行う場合の要
件として「各施
設地区の面積又
は配置が、当該
各施設地区相互
の関係、当該第
一種事業所の敷
地の面積及び地
形、当該第一種
事業所の周囲の
状況その他の状
況を勘案し、主
務省令で定める
基準に照らし
て、災害の発生
の場合の拡大防
止に支障を生ず
るおそれがある
と認められるこ
と。」としてお
り提案者の言う
画一的な判断を
しているもので
はない。
②法第五条第四
項では、主務大
臣は届出に係る
計画について関
係道府県及び関
係市町村に意見
を聴かなければ
ならないとされ
ており、地域の
意向を反映する
手続きは現行法
で担保されてい
る。
③審査期間につ
いても法第八条
第五項において
三月以内とされ
ているところを
国の関係行政機
関とも相談の
上、三十日以内
に手続きが完了
するよう運用し
ている。

回答では「国が全国的な
視野に立ってその水準を
確保する必要がある」と
のことだが、要望の趣旨
は、地域特性を活かした
レイアウトを迅速に審査
し、それを実施させるこ
とが効率的な事業展開に
つながるということであ
り、この点を踏まえ、改
めて検討されたい。

Ｃ

○石災法のレイアウト規
制は、災害が発生した場
合に、自衛防災組織や消
防機関による有効適切な
消防活動により隣接施設
地区への被害の拡大を防
止するため、セットバッ
クエリアの確保や特定通
路の幅員等により、円滑
な消防活動空間を確保
し、また、災害時の放射
熱の影響を低減させるた
めの措置等を講じること
を内容とする客観的な基
準を定めたものであり、
地域の実情に応じて規制
内容に差が生ずるもので
はない。

○審査の迅速性について
は、石災法第八条第五項
において三月以内に審査
を行うことと規定されて
いるところであるが、総
務省・経済産業省では迅
速化を図るため、平成十
年から三十日以内に審査
を完了させることとして
いる。
  審査に際しては、消防
防災上の観点のみなら
ず、警察庁、環境省、厚
生労働省、国土交通省、
農林水産省及び関係都道
府県知事、関係市町村長
の意見を聴く仕組み（石
災法第五条、第七条及び
第八条）となっており、
この手続きにのっとって
事務を処理するためには
三十日間は必要最低限の
期間である。仮に市町村
が事務を担っても、この
手続きは必要不可欠であ
り、これ以上の迅速化は
不可能である。

よって市町村長等に移管
することは認められな
い。

5079 5079010 茨城県 1

石油コンビナー
ト等の施設の新
設・変更に係る
届出先の市町村
長等への移管

レイアウト新設・変更の
届出先（審査）につい
て、法により主務大臣
（国）と定められている
ところ、コンビナートの
実状を把握している市町
村等消防本部に移管す
る。

総務省
経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400260

国の競争的資金
制度の手続き等
の迅速化・簡素
化

－

【概算払い】
概算払いは、契約書に盛
込まれた規定に従い実施
しており、相手先から概
算払い請求があったとき
は速やかに支出してい
る。
【使途の規制・手続の簡
素化】
同一費目内であって研究
に直接使用する経費であ
れば特段の制限を設けて
いない。また、異なる費
目間であっても一定の範
囲内であれば自由に流用
可能としている。

－ －

今後とも引き続き、概算
払いの迅速な実施や研究
費の柔軟な支出を可能と
する。

回答では今後とも手続等
の迅速化、簡素化に努め
るとされているが、
①実施される内容につい
て交付決定の時期の明示
等により具体的に示され
たい。
②速やかに実施されると
ともに、実施時期につい
て具体的に示されたい。

－ －

採択課題決定後、契約手
続が完了し概算払い請求
があり次第、速やかな支
出を実施している。

5014 5014100
(社)関西経
済連合会 10

国の競争的資金
制度の手続き等
の迅速化・簡素
化

国の競争的資金制度にお
いて、概算払いの迅速な
実施、手続き等の簡素
化、使途に関する規制を
緩和する。

内閣府
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

z0400270
電子メールによ
る広告規制につ
いて

特定電子メール
の送信の適正化
等に関する法律
第4条

要望事項についての規
定・運用はない。法律に
基づき拒否者に対する送
信は禁止している｡

Ｃ Ｉ

「特定電子メールの送信
の適正化等に関する法
律」第４条は、送信者に
対し、特定電子メールの
送信をしないように求め
る通知をした者への特定
電子メールの送信を禁止
するものである。今回の
要望にある広告の提供を
希望しない旨の意思表示
をしているｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の
従業員に対しても、あら
かじめ同意を得れば広告
メールを送信することは
何ら問題がないものと考
えるが、受信を拒否して
いる者に対する送信を、
認めることはできない｡

5008 5008420
オリックス

㈱ 42
電子メールによ
る広告規制につ
いて

電子メールによる広告規
制については、「事業者
がその従業員に対して行
なう販売又は役務の提
供」に加えて「事業者が
その株式の過半数を保有
する会社の従業員に対し
て行なう販売又は役務の
提供」も適用除外とする
ことを要望する。

総務省
経済産業省

z0400280

2.4GHz帯を利用
する無線局のア
ナログ変調方式
の許容
（要望取下げ）

 現在、要望者に要望内容
確認中であり、まだ回答
が得られていない状況。

5009 5009040 ソニー㈱ 4

2.4GHz帯を利用
する無線局のア
ナログ変調方式
の許容

2.4GHz帯の電波につい
て、現状のデジタル変調
方式に加えて、アナログ
変調方式の利用を認めて
いただきたい。

総務省

高周波利用設備
の設備許可申請
手続きの緩和

超音波設備のうち、5ＫＷ
以下等、出力が小さい設
備の設備変更に際して行
う許可申請手続きの届け
出を緩和していただきた
い。届け出を免除する
か、申請書類の代表者印
を当該企業の代表取締役
でなく、代表取締役から
一定期間内の委任が与え
られていることを前提
に、設置場所の管理責任
者でも認めるなど、申請
内容の簡素化を図ってい
ただきたい。

総務省5009 5009090 ソニー㈱ 9ｄ

要望は、使用出力が小さ
いものは変更の許可を免
除するか、申請書類の申
請者の印を代表者ではな
く設置場所の管理責任者
でも認める等の申請内容
の簡素化を図って欲しい
とのことだが、現状にお
いて使用出力にかかわら
ず、委任状が提出されて
いれば、代理申請を認め
ており、
要望内容について、現行
の規定により対応可能で
ある。

z0400290
高周波利用設備
の設備許可申請
手続きの緩和

電波法第100条第
５項
（電波法第17条
準用）

高周波利用設備は、その
設備から漏えいする電波
が無線通信などに妨害を
与えるおそれがあること
から、設置に際しては個
別に無線通信への妨害の
有無を審査し許可してい
るものである。また、設
備の変更に際しても、同
様の観点から許可が必要
としているものである。
なお、現状においても一
定の規模以下の高周波利
用設備は設置の許可を不
要とする等の規制緩和を
実施しており、現在設置
の許可が必要としている
ものは、無線通信への妨
害の有無を個別に審査す
る必要があるものであ
る。
また、代表者から一定期
間委任された者による申
請については、委任状が
提出されていれば認めて
いる。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
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措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400300
地域イントラ
ネット民間開放
要望

・電気通信格差
是正事業費補助
交付要綱

 電気通信格差是正事業等
により整備された光ファ
イバ等については、未利
用光ファイバの利用を促
進する観点から、結果的
に未利用部分が生じた場
合には届出等の簡易な手
続により開放が可能。

ｄ －

　電気通信格差是正事業
費補助金交付要綱につい
て【補足事項】（平成１
５年５月１９日付け総情
域第６５号）に規定され
ている「電気通信に係る
地域格差を是正し、情報
化の進展に対応した住民
サービスの向上を図るた
め、補助事業者が本事業
で設置した施設及び設備
の一部を当該補助事業者
以外の者に利用させる場
合」においては、同交付
要綱第２１条の規定によ
り届出書の提出をもっ
て、大臣の承認があった
ものとみなすこととなっ
ており、簡易な手続によ
り民間事業者等への開放
は可能となっている。

－ 5022 5022010
新見商工会

議所 1
地域イントラ
ネット民間開放
要望

平成１２年度地域情報通
信格差是正事業（広域的
情報通信ネットワーク施
設整備事業）で整備した
公共施設ネットワークを
民間開放することにより
個人、事業所での活用を
図り、高速インターネッ
ト環境の恩恵を受けた
い。

総務省

z0400310

高度テレビジョ
ン放送施設整備
促進臨時措置法
の各種支援措置

・高度テレビ
ジョン放送施設
整備促進臨時措
置法
・租税特別措置
法及び同法施行
令
・地方税法及び
同法施行令
・日本電信電話
株式会社の株式
の売払収入の活
用による社会資
本の整備の促進
に関する特別措
置法及び同法施
行令

　放送事業者が高度テレ
ビジョン放送施設整備促
進臨時措置法に基づく認
定計画に従って設備を取
得する場合に、税制及び
金融支援措置を講じてい
るところ。

f ｰ

　放送事業者がリースに
より導入した設備は、放
送事業者の減価償却資産
ではなく、課税対象とは
ならないので、税制支援
には馴染まない。
　また、金融支援のう
ち、無利子・低利融資に
ついては、放送事業者の
設備取得を円滑にする観
点から、租税特別措置法
と同様の対象設備につい
て対象としているとこ
ろ。

5034 5034410
(社)リース
事業協会 41

リース等が競争
上不利となる補
助金制度・税制
等について
（３）高度テレ
ビジョン放送施
設整備促進臨時
措置法の各種支
援措置

・リースによって設備を
導入する放送事業者は、
本法の各種支援措置の適
用が受けられないため、
リースについても同等の
措置を講じること。

総務省

外国政府等との
協定等の認可制
の廃止

  規制改革推進３か年計
画（再改定）[平成15年3
月28日閣議決定]では、
「総務大臣の認可の対象
となる事項の範囲の見直
しについて検討する(平成
15年度検討・結論）」と
なっているが、認可対象
範囲の見直しに止まら
ず、認可制そのものを廃
止すべきである。

総務省5102 5102360

(社)日本経
済団体連合

会
36

回答では「我が国の利用
者の利益」を理由として
いるが、要望内容にある
「機動的なサービス提
供」も利用者の利益であ
ると考えられる。
この点を踏まえ、再度検
討されたい。

c Ⅰ

わが国の通信事業者が、
国際通信サービスに関し
て外国政府・企業との間
で締結する協定は、その
内容如何が結果として、
わが国の利用者の利益に
も影響を与えるものであ
ることから、「国際計算
料金」など重要な事項に
限って認可により審査し
ているところ。したがっ
て、当該認可制度そのも
のを廃止することは全国
規模又は特区を問わずで
きない。
  しかしながら、審査に
あたっては、標準処理期
間（30日）内での迅速な
処理を行い、通信事業者
の機動的なサービス提供
を可能な限り確保してい
るところである。また、
規制改革推進３か年計画
をふまえ、認可の対象と
なる事項の範囲の見直し
についても検討を行うこ
ととしている。
　さらに、当該要望事項
の要望理由の１つとして
「認可にあたっては、協
定の細目を日本語に翻訳
して申請しなければなら
ないケースもあり、事業
者に多大な負担」とある
が、認可申請にあたって
は、審査に必要な最低限
の日本語訳のみを求める
ものであり、事業者に
とって多大な負担となる
ものではないと考える。

Ｃ Ⅰ

　わが国の通信事業者
が、国際通信サービスに
関して外国政府・企業と
の間で締結する協定は、
その内容如何が結果とし
て、わが国の利用者の利
益にも影響を与えるもの
であることから、「国際
計算料金」など重要な事
項に限って認可により審
査しているところ。
　したがって、当該認可
制度そのものを廃止する
ことは全国規模又は特区
を問わずできない。
  なお、当該要望事項の
要望理由の１つとして
「認可にあたっては、協
定の細目を日本語に翻訳
して申請しなければなら
ないケースもあり、事業
者に多大な負担」とある
が、認可申請にあたって
は、審査に必要な最低限
の日本語訳のみを求める
ものであり、事業者に
とって多大な負担となる
ものではないと考える。

z0400320
外国政府等との
協定等の認可制
の廃止

電気通信事業法
第４０条

  第一種電気通信事業者
及び特別第二種電気通信
事業者は、外国政府又は
外国法人などとの間で電
気通信業務に関する協定
又は契約であって総務省
令で定める重要な事項を
内容とするものを締結、
変更、廃止する場合、認
可を受けなければならな
い。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0400330

NCTE（Network
Channel
Terminating
Equipment：ネッ
トワーク回線終
端装置）の機能
的仕様に関する
情報開示規制の
撤廃

｢NCTEのユーザ設
置について」
（平成２年９月
19日郵政省電気
通信局）

第一種電気通信事業者が
新規にサービスの提供を
行う場合、電気通信回線
網～端末間のインタ
フェースを追加・変更す
るときには、そのサービ
ス提供開始より12ヶ月以
上（若干の改造で済む場
合は6ヶ月間まで短縮）前
に、あらかじめそのイン
タフェースの技術仕様
（機能的仕様）を開示す
る必要がある。

ｂ

NCTEに関し、1990年に日
米間で交換した書簡につ
き、電気通信市場の変化
を踏まえ、書簡の廃止を
目指し、米国との調整を
行う。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ

ＮＣＴＥに関し、１９９
０年に日米間で交換した
書簡につき、電気通信市
場の変化を踏まえ、書簡
の廃止を目指し、速やか
に米国と調整を行なう予
定。
日米改革イニシアティブ
第２回報告書において
も、「１９９０年の交換
書簡の妥当性について２
００３年中に意見交換す
る。」こととなっている
ところ。
なお、本書間の廃止につ
いては米国の同意を要す
るものであるため、実施
の可否や時期については
未定。

5102 5102370

(社)日本経
済団体連合

会
37

NCTE（Network
Channel
Terminating
Equipment：ネッ
トワーク回線終
端装置）の機能
的仕様に関する
情報開示規制の
撤廃

  NCTEの機能的仕様に関
する情報開示規制を早急
に撤廃すべきである。
  例えば、2003年度中に
開催予定の「日米間の
『規制改革及び競争政策
イニシアティブ』」にお
いて、規制撤廃を合意す
べきである。

総務省

z0400350
簡易保険の見直
し 該当法令等なし

簡易生命保険事業は、簡
易生命保険法及び日本郵
政公社法に基づき、日本
郵政公社により運営され
ている。

ｅ －

簡易生命保険の在り方
は、国民、企業に対する
公的規制の問題ではな
い。したがって、本件は
「規制改革要望」には該
当しない。

簡易生命保険の在り方
は、「官製市場の見直
し」という規制改革の問
題であり、この点を踏ま
え、改めて検討された
い。

e -

　総合規制改革会議の規
制改革の推進に関する第
２次答申において、株式
会社の参入が原則禁止さ
れている医療、福祉、教
育、農業の４分野など公
的関与の強い事業分野を
「官製市場」と呼んでい
る。その意味で、簡易生
命保険を含む生命保険市
場は株式会社の自由な参
入が認められている市場
であり、強い公的関与が
あるわけではない。従っ
て、簡易生命保険の在り
方は｢官製市場」の問題と
はなりえない。

5033 5033070
(社)生命保
険協会 7 簡易保険の見直

し

・郵政公社において、可
能な限り民間生命保険会
社との競争条件の同一化
を図るとともに、国家保
証等の事業特典が存置さ
れることによる影響を排
除するため、必要な措置
を講じる。
・本来的には、簡保事業
は、既に役割を終えてい
ることから、縮小・廃
止。
・仮に将来的にも簡保事
業を継続することとされ
た場合には、官業として
の特典を全廃するととも
に、規模等の面も含め、
民間生保との間で競争条
件の完全に同一化した上
で民営化。

総務省

東経110度CSへの
電気通信役務利
用放送法の適用

　東経110度CSへの電気通
信役務利用放送法を適用
すべきである。

　「各府省等における規
制改革に関する内外から
の意見・要望等に係る対
応状況(平成14年度版)」
[平成15年5月]において、
「今後の状況を踏まえつ
つ、引き続き検討してい
くことが必要である」と
されているが、早期に結
論を得て、電気通信役務
利用放送法を適用すべき
である。

総務省5102 5102380

(社)日本経
済団体連合

会
38

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｂ Ⅲ

電気通信役務利用放送法
の適用のためには、登録
を希望する事業者に対し
て周波数の観点から十分
な電気通信役務を提供で
きる環境が必要である
が、現状においては、東
経１１０度ＣＳデジタル
放送に使用し得る全ての
中継器について、放送法
に基づく認定が行われ、
中継器に余裕のない状況
にあり、平成１６年度ま
でにこの状況が変わる見
通しはないと考えられ、
この状況に変化がなけれ
ば、検討は困難と考えら
れる。

ｂ Ⅲ

　電気通信役務利用放送
制度は、基本的に電気通
信役務利用放送を行うこ
とを希望する者に対し
て、電気通信役務を提供
可能な状況にあることが
制度適用の前提となって
いる。こうした状況が東
経１１０度ＣＳデジタル
放送に関し実現している
かどうかについては、現
時点において議論のある
ところであり、電気通信
役務利用放送を適用する
かどうかについては、東
経１１０度ＣＳ放送をめ
ぐる今後の状況を踏まえ
つつ、総務省として引き
続き検討していくことが
必要。
　なお、先般、当省の
「衛星放送の在り方に関
する検討会」（座長：多
賀谷一照　千葉大学副学
長）の最終取りまとめ
（昨年１２月）において
も、東経１１０度ＣＳ放
送への電気通信役務利用
放送法の適用について同
様に結論づけられたとこ
ろ。

z0400340
東経110度CSへの
電気通信役務利
用放送法の適用

東経１１０度を軌道位置
とするＣＳを利用した放
送は、受委託放送制度
（放送法）が適用されて
いる。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

民間活力の発揮
に向けた情報シ
ステムに関する
政府調達制度の
改善

 インセンティブ付契約
（コストが当初の予定を
下回った場合に減少した
コストの一部を落札事業
者に還元する契約等）
や、成功報酬型契約（例
えば、IT化を含め行政の
事業の一部をアウトソー
シングし、その収入を分
配する契約や、落札事業
者が提供したサービスが
サービスレベル契約を上
回る優良なものであった
場合に追加発注等のイン
センティブを与える契約
等）を導入すべきであ
る。
　なお、インセンティブ
付契約、サービスレベル
契約の導入等について
は、「平成15年度中に結
論を得るべく現在検討中
（「各府省等における規
制改革に関する内外から
の意見・要望等に係る対
応状況（平成14年度
版）」[平成15年5月]とさ
れているが、早期に結論
を得て実施すべきであ
る。

総務省
経済産業省
財務省

5102 5102390

(社)日本経
済団体連合

会
39

回答では平成15年度中に
結論を得るべく検討中と
されているが、速やかに
実施するとともに、実施
時期を明示されたい。

　インセンティブ契約の
導入等については、「情
報システムに係る政府調
達府省連絡会議」におい
て、平成１５年度中に結
論を得るべく現在検討中
である。実施時期につい
ては、同会議の検討結果
如何によるため、現時点
では明示できない。

ｂ

インセンティブ付契約の
導入については、「情報
システムに係る政府調達
府省連絡会議」におい
て、平成１５年度中に結
論を得るべく現在検討中
である。

z0400370

民間活力の発揮
に向けた情報シ
ステムに関する
政府調達制度の
改善

なし

「情報システムに係る政
府調達制度の見直しにつ
いて」（平成１４年３月
情報システムに係る政府
調達府省連絡会議了承､１
４年４月、１５年３月改
定）の３､(3)､④におい
て、「・・コストが当初
の予定を下回った場合に
減少したコストの一部を
契約の相手方に還元する
といったインセンティブ
付契約の導入について、
引き続き検討する。」と
されている。

z0400360
官公庁の行う統
計調査の見直し
等

－ － ｅ －

御要望の①統計調査の整
理・合理化、②調査結果
の早期提供、③調査結果
の電子的提供について
は、いずれも、法令に基
いて何らかの規制を行っ
ているものではありませ
ん。
　ただ、統計調査の実施
に伴う報告者負担の問題
等御要望の点について
は、統計調査実施者とと
もに統計調査を行うに当
たり重要な点であると常
に認識しているところで
す。
　また、統計行政全般の
今後のあり方について
は、今年6月に、各府省統
計主管部局長等会議にお
いて「統計行政の新たな
展開方向」を申し合わせ
たところであり、その中
で、御要望の各内容につ
いても以下のとおり整理
しているところです。

①統計調査の整理合理化
については、総務省が各
府省と協議の上作成する
指針に基づき、平成15年
度から３か年から５か年
の期間において、所管す
るすべての統計調査につ
いて計画的に見直しを行
うこととしています。

②各府省は、一部集計や
暫定値等の活用などによ
り今後とも公表の早期化
を図ることとしていま
す。　なお、この点につ
いては、平成9年2月の閣
議決定「申請負担軽減対
策」のおいて、「指定統
計の第１報の公表を可能
な限り早期化し、

（以下、「その他」欄に
続く）

（「措置の概要
(対応策）」より
続く）

遅くとも、月次
調査は60日以
内、年次・周期
調査は1年以内に
公表する。」と
明記されている
ところであり、
平成14年度末に
おいては、80％
近くの指定統計
についてこの目
標を達成してい
ます。そのほ
か、承認統計や
届出統計につい
ても、指定統計
に準じて各調査
実施者において
公表の早期化に
努めてまいりま
す。

③各府省は、電
子的提供につい
て、インター
ネット、CD-ROM
等により、今後
とも公表の多様
化を図ることと
しています。
　なお、この点
については、統
計調査結果の速
やか、かつ、利
用しやすい形で
の提供の観点か
ら各調査実施者
において、従前
から積極的に進
められていると
ころであり、指
定統計調査につ
いては、ほぼす
べての調査結果
についてイン
ターネットでの
提供がなされて
いるところで
す。

5034

・重複する調査項目は各
省庁で調整するなど、統
計調査の整理・統合等を
直ちに行うこと。・実施
した統計調査の集計・公
表を早期に行うこと（例
えば、特定サービス産業
実態調査［物品賃貸業
編］は、調査時点が11月1
日、公表が翌年の12月と
なっているが、調査時点
の前事業年度の計数によ
る提出ができるため、実
質的には2年前のデータと
なっている）。・結果に
ついて、すべての統計調
査について電子的に公表
すること。

総務省5034490
(社)リース
事業協会 49

官公庁の行う統
計調査の見直し
等
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

6001 6001010
栃木県土地
開発公社 1

土地開発公社の
所有する造成地
の賃貸事業

403

土地開発公社が公有地の
拡大の推進に関する法律
第17条第２号の規定によ
り造成した土地を、工
場、事務所その他の業務
施設等の用に供するため
に事業用借地権を設定
し、賃貸することができ
るようにする。

総務省

6002 6002010 三重県津市 1
土地開発公社の
所有する造成地
の賃貸事業

403

土地開発公社が公有地の
拡大の推進に関する法律
第１７条第１項第２号の
規定により造成した土地
についても、当該土地を
工場、事務所その他の業
務施設等の用に供するた
めに事業用借地権を設定
し、賃貸することができ
ることとする。

総務省

6003 6003010 宮城県 1
土地開発公社の
所有する造成地
の賃貸事業

403

土地開発公社が造成した
土地について工場、事務
所、その他業務施設等の
用に供するために事業用
借地権を設定し、賃貸す
ることが出来る。

総務省

6004 6004010 栃木県 1
土地開発公社の
所有する造成地
の賃貸事業

403

土地開発公社が公有地の
拡大の推進に関する法律
第１７条第１項第２号の
規定により造成した土地
を、工場、事務所その他
の業務施設等の用に供す
るために事業用借地権を
設定し、賃貸することが
できるようにする。

総務省

6005 6005010 佐賀県 1
土地開発公社の
所有する造成地
の賃貸事業

403

土地開発公社が「公有地
の拡大の推進に関する法
律第１７条第１項第２
号」の規定に基づいて実
施する工業団地の造成事
業について、賃貸（リー
ス）制度を導入できるよ
う措置していただきた
い。

総務省

土地開発公社の
所有する造成地
の賃貸事業

403

　土地開発公社の業務
は、公有地の拡大の推進
に関する法律第１７条に
より「土地の所有権の譲
渡」に限定され、「賃
貸」方式は認められてい
ない。一方社会経済情勢
は、土地の価格は下落
し、企業等が土地を購入
し保有する有利性が低下
したため、借地方式によ
る事業化傾向などもみら
れる。このような中、土
地開発公社は企業からの
造成土地購入の引き合い
が減少し、長期間保有せ
ざるを得ず経営に厳しさ
を増している。事業意欲
のある企業等のイニシャ
ルコストを低減し、さら
に事業展開を促進させる
など新しいニーズに即応
させるため、土地開発公
社の土地の長期借地権方
式の導入を全国規模の規
制改革として要望した
い。

総務省6008 6008010 山梨県 1

Ｃ

造成地の賃貸事業は、造
成地の分譲ができない場
合に比べれば、経営改善
に資するものであるが、
投下した資金の早期回収
の観点からすると、その
処分の機会を逸する恐れ
がある。賃貸事業が公社
経営に与える影響等の特
例措置の評価を踏まえる
ことが必要。

z0410010

土地開発公社の
所有する造成地
の賃貸事業の全
国規模での可能
化

公有地の拡大の
推進に関する法
律施行令第７条
第３項

土地開発公社は、工業団
地等を造成し、販売する
ことができる。

回答では特区での実態評
価を踏まえ全国展開を検
討とされているが、
①同様の法律である「地
域振興整備公団法」(昭和
37年法律第95号）に基づ
く地域振興整備公団は現
行法の中で賃貸すること
ができると解釈されてお
り、土地開発公社につい
ても全国で賃貸事業を
行っても支障はないと考
えられるが、この点に対
する見解を明確にされた
い。
②上記①を踏まえ、実施
に向けた対応策・実施時
期について具体的に検討
され、示されたい。

Ｃ Ⅱ

・土地開発公社は、公有地
の拡大のため「地方公共団
体に代わって土地の先行
取得を行うこと」（公有地の
拡大の推進に関する法律
第1条）を目的として創設さ
れたものである。また、同法
同条には、法の制定目的と
して「公有地の拡大の計画
的な推進を図り、もって地
域の秩序ある整備と公共の
福祉の増進に資することを
目的とする。」と規定されて
いる。よって、公拡法と地域
振興整備公団法とはその
目的が異なる。
・前回の回答のとおり、造
成地の賃貸事業は、投下し
た資金の早期回収の観点
からすると、その処分の機
会を逸する恐れがあること
から、全国一律に賃貸を認
めることは時期尚早と考え
ており、特例措置の評価を
踏まえることが必要。
・なお、構造改革特区制度
においては、事業内容等が
地域の秩序ある整備に資
するものであり、十分な公
益性を有するものと地方公
共団体が判断したことを客
観的な要件として把握した
上で、政策目的を実現でき
るかどうか判断することが
可能なことから、特例措置
として認めたところ。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード

項目名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
各省庁回答に対する

再検討要請
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5055 5055010 秋田県 1
地方公務員の臨
時的任用期間の
弾力化

409
地方公務員の臨時的任用
期間（現行６月、更新し
ても計１年まで）を延長

総務省

6006 6006010 秋田県 1
地方公務員の臨
時的任用期間の
延長

409
地方公務員の臨時的任用
期間（現行６月、更新し
ても計１年まで）の延長

総務省

ｃ

　先に回答したとおり、
要望団体は当該特区法の
特例について承知してお
らず、先ずは当該特例の
活用を検討したいとして
いるところであり、特例
措置の実績が全くない現
時点において検討するこ
とは困難と考える。

回答では「先ずは特例措
置の実施状況を踏まえ、
その効果、影響等を評価
する必要がある」とされ
ているが、特区の特例措
置を可能な限り速やかに
全国展開する観点から、
対応策について改めて検
討されたい。

z0410020
地方公務員の臨
時的任用期間の
延長

地方公務員法第
２２条第２項、
第５項

　臨時的任用は、一時的
な行政事務の増加に対応
しうるよう正式任用の例
外として、緊急の場合や
臨時の職に関する場合等
に限って行うものであ
り、任期は、このような
臨時的任用の趣旨にかん
がみ、六ヶ月以内で更新
は一回限りである。

ｃ

　地方公務員の臨時的任
用期間の延長は、特区制
度において特例措置を講
じたところであり、構造
改革特別区域基本方針に
も明記されているよう
に、先ずは特例措置の実
施状況を踏まえ、その効
果、影響等を評価する必
要があるため。（なお、
今回、地方公務員の臨時
的任用期間の延長に係る
特例措置が盛り込まれた
特区法の一部改正法は６
月６日公布、１０月１日
施行であり、いまだ当該
特例措置の適用を受ける
ための特区計画の認定実
績もない状況。また、要
望団体は当該特区法の特
例について承知していな
かったところであり、当
該特例の活用を検討した
いとしている。）
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